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指定居宅介護支援事業所　管理者　様
高槻市健康福祉部　
福祉指導課長　

令和７年度後期居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について（通知）

平素より本市健康福祉行政へのご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
みだしのことについて、居宅介護支援費の算定に当たっては、指定居宅介護支援事業所において前６月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が１００分の８０を超える場合に、減算適用期間の居宅介護支援の全てについて、所定の単位数を減算することとされています。
つきましては、（参考様式１）「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、１００分の８０を超えた訪問介護サービス等があった場合は、下記のとおり必要な書類の提出をお願いいたします。

記

１　チェックシートの作成を要する事業所
指定居宅介護支援事業所
※（参考様式１）チェックシートは、全ての居宅介護支援事業所において作成する必要があります。

２　書類の提出を要する事業所
チェックシートを作成し、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が１００分の８０を超えた事業があった事業所
※所定の割合を超えなかった事業所については、作成したチェックシートを２年間保存してください。

３　提出期限
	区分
	判定期間
	報告期限※
	減算適用期間

	前期
	令和7年3月1日から令和7年8月末日まで
	令和7年9月12日まで
	令和7年10月1日から
令和8年3月31日まで

	後期
	令和7年9月1日から令和8年2月末日まで
	令和8年3月13日まで
	令和8年4月1日から
令和8年9月30日まで


※報告期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が報告期限となります。
４　対象となるサービス
　　訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

５　提出書類
(1)　（参考様式１）居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
ア　提出に当たっては、１００分の８０を超えた事業だけでなく、上記の４サービスに係るチェックシート（１ページから４ページまで）を提出してください。
イ　作成に当たっては、別紙「チェックシート作成上の注意」を参照してください。
(2)　（参考様式２）居宅サービス事業所等の選択に関する理由書の写し
ア　別添１「判定した割合が１００分の８０を超えた場合の正当な理由の例示」の④に該当する事業がある場合のみ提出してください。
イ　正当な理由の例示としては、別添１「判定した割合が１００分の８０を超えた場合の正当な理由の例示」をご確認ください。

※様式等については、以下のページからダウンロードしてください。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2305.html
（ページID：002305）

６　提出方法及び提出先
(1)　提出方法
原則として郵送
※やむを得ず来庁により提出される場合は、必ず事前に電話でご予約ください。
(2)　提出先
〒569-8501　高槻市　健康福祉部　福祉指導課　※住所は不要です

７　その他
(1)　新たに減算の適用になった場合（「減算なし→減算あり」）は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出期限と同日の３月１３日までに、介護給付費算定に係る体制等状況の変更を提出してください。
(2)　新たに減算の適用が終了する場合（「減算あり→減算なし」）は、直ちに介護給付費算定に係る体制等状況の変更が必要となります。
(3)　特定事業所集中減算の適用を受けている場合、居宅介護支援費に係る特定事業所加算の算定はできませんのでご留意ください。

問合せ先
〒569-0067　高槻市桃園町2番1号
高槻市健康福祉部福祉指導課
担当：大槻・掛井
Tel：072-674-7821　Fax：072-674-7820
E-mail：fukushis-82@city.takatsuki.osaka.jp


別紙「チェックシート作成上の注意」


（例）訪問介護の場合
	法人名
	事業所名
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	合計

	株式会社はにわ
	訪問介護サービス高槻東部
	30
	32
	35
	35
	33
	35
	200

	株式会社はにわ
	訪問介護サービス高槻西部
	20
	23
	25
	25
	22
	25
	140

	株式会社はにわ
	訪問介護サービス高槻南部
	15
	20
	15
	10
	10
	15
	85

	株式会社はにわ
	訪問介護サービス高槻北部
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	55

	有限会社淀川
	よどがわヘルパーステーション
	15
	10
	15
	20
	20
	20
	100

	訪問介護を位置付けたプラン数　合計
	90
	95
	100
	100
	95
	100
	580


事業所で作成しているケアプランのうち、
当該サービス（この場合は訪問介護）を
位置付けたプランの数を書いてください。


[image: ]当該サービス（この場合は訪問介護）を担当する事業所のうち、紹介率が最も高い法人が運営する事業所の名称を書いてください。

「紹介事業所上位５事業所」を記載される間違いが非常に多いです。
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 計

130 140 150 150 140 150 860

9月 10月 11月 12月 1月 2月 計

3月 4月 5月 6月 7月 8月 計(A)

90 95 100 100 95 100 580

9月 10月 11月 12月 1月 2月 計(A)

②紹介率

最高法人

　訪問介護サービス高槻西部（2770902222）

　訪問介護サービス高槻南部（2770903333）

　訪問介護サービス高槻北部（2770904444）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 計(B)

75 85 85 80 75 80 480

③割合（B÷A×100） 前期 ％ 後期 ％

④８０％を超えている場合の正当な理由(該当する理由に○印を記載して下さい）

（１）

（２）

（３）

○

（4）

（5）

①訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数

判定期間　　令和　　年度（　■前期　・　□後期　）　　　

■前期

□後期

紹介率最高法人の事業所が位置づけられた

居宅サービス計画数

事業所名２（事業所番号）

事業所名３（事業所番号）

事業所名４（事業所番号）

全体居宅サービス計画数

前期

後期

訪

問

介

護

法人の名称 　株式会社　はにわ

法人の住所 　高槻市●●１丁目１番１号

事業所名１（事業所番号） 　訪問介護サービス高槻東部（2770901111）

事業所名５（事業所番号）



前期

居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に

５事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

後期

82.7% -



判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が2０件以下であるなど事業所が小規模である場合

判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画数が１月

当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

その他正当な理由と市長が認めた場合

※紹介率80％を超えたことについての正当な理由の詳細

　（この欄に書き切れない場合は、任意様式にて提出してください）

サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業所に集中している

と認められる場合（「理由書の提出を受ける場合における利用者への説明方法について」に基づき、利用者が希

望するサービス、地域等に合致した事業所について、比較検討ができるよう複数の事業所を提示し、それぞれの

地理環境、特筆すべきサービス事業の内容を説明した上で、サービスの質が高いこと等による利用者の希望及び

当該事業所を選択した理由の確認を文書で得ている場合）

紹介率最高法人が運営しており

且つ居宅サービス計画に位置付

けた事業所名をすべて記載して

下さい。５事業所を超える場合は

別紙に記載して下さい。

③の割合が８０％を超え、正当な理由がある場合には、

（１）～（５）のいずれかに○をつけて下さい。

前期・後期いずれかを選択しチェックし、

対象期間の月を記入してください。

いずれかを選択してください。


